
子ども教育課からのお知らせ

問い合わせ先　子ども教育課	子育て係　☎ 932-1459（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線152）

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分・その他世帯分）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情をふまえ
た生活支援を行うため、全国一律の支援として給付金が支給されます。

ひとり親世帯分 ……………………………………………………………………………………
▶対象者　ひとり親で次のいずれかに当てはまる人
	 ①令和3年4月分の児童扶養手当受給者
	 ②公的年金などの受給により、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
	 ③新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給水準となった人
▶給付額　令和3年4月分児童扶養手当対象児童1人当たり　5万円
▶申請手続き
	 ①に該当する人　申請不要。4月30日（金）に福岡県から振り込み済みです。
	 ②③に該当する人　申請が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。

その他世帯分 ………………………………………………………………………………………
▶対象者　次のいずれかに当てはまる人
	 ①	令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度住民税均等割が非課税の人
	 ②	令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（特別児童扶養手当対象児童の場合20歳未満）を養育する人
で次のいずれかに該当する人（令和4年2月末までに生まれた新生児などの世帯も対象になります）

	 　・令和３年度住民税均等割が非課税の世帯
	 　・ 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3年1月1日以降に家計が急変し、住民税非課税相当の

収入となった人
▶給付額　対象児童１人当たり　５万円
▶申請手続き
	 ①に該当する人　申請不要　※7月に支給決定通知を送付、7月末に振り込み済みです。
	 ②に該当する人　申請が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　※7月末に給付金の案内を発送しています。
…………………………………………………………………………………………………………
▶申請期限　令和4年2月28日（月）必着

▶注　意　
　・	「ひとり親世帯分」「その他の世帯分」両方の条件に当てはまる場合でも重ねて受給することはできま
せん。

　・	令和３年度の課税状況の確認が必要となりますので、未申告の人は（収入がない場合も）住民税の申
告を行なってください。未申告で課税状況の確認ができない場合は、給付金を速やかに支給できな
い場合があります。

　・	給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
　　	（例：修正申告により住民税均等割が課税となった場合、ひとり親世帯の給付金を受給済みの場合

など）

≪振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください≫
　	ご自宅や携帯電話に須恵町役場から問い合わせすることがありますが、ATM（現金自動預払機）の操
作のお願いや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な
電話がかかってきた場合には、すぐに須恵町役場の窓口か最寄りの警察にご連絡ください。
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　「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
※
」

（
以
下
、
法
と
言
い
ま
す
。）の
改
正
で
、

７
月
６
日
以
降
、
消
費
者
は
、
自
分
宛

て
に
届
い
た
身
に
覚
え
の
な
い
商
品

（
売
買
契
約
を
し
て
い
な
い
商
品
）に
つ

い
て
、
事
業
者
か
ら
代
金
を
請
求
さ
れ

て
も
支
払
う
必
要
は
な
く
、
商
品
に
つ

い
て
も
す
ぐ
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
海
外
か
ら
送
付
さ
れ
た
商

品
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

※「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
」

　	

　
訪
問
販
売
や
通
信
販
売
な
ど
の
消

費
者
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
や
す
い
取
引

類
型
を
対
象
に
、
事
業
者
が
守
る
べ

き
ル
ー
ル
と
、ク
ー
リ
ン
グ・オ
フ
な

ど
の
消
費
者
を
守
る
ル
ー
ル
な
ど
を

定
め
る
な
ど
、事
業
者
に
よ
る
違
法・

悪
質
な
勧
誘
行
為
な
ど
を
防
止
し
、

消
費
者
の
利
益
を
守
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で
す
。

◇�

身
に
覚
え
の
な
い
商
品
を
送
り
付
け

ら
れ
た
と
き
は
…

　
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
た
め

に
、
身
に
覚
え
の
な
い
商
品
は
受
け
取

ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
家
族
宛
て
な
ど
で
、
受
け
取
る
べ
き

か
そ
の
場
で
判
断
で
き
な
い
と
き
は
、

い
っ
た
ん
、
受
け
取
り
を
保
留
し
、
家

族
が
注
文
し
た
も
の
だ
と
分
か
っ
た
時

点
で
、
再
配
達
を
依
頼
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　
特
に
着
払
い
な
ど
、
代
金
と
引
換
え

に
送
ら
れ
て
来
る
商
品
に
は
、
注
意
が

必
要
で
す
。

　
身
に
覚
え
の
な
い
商
品
が
一
方
的
に

送
り
付
け
ら
れ
た
と
き
は
、
送
り
状
の

送
付
者
名
や
連
絡
先
の
ほ
か
、
開
封
し

た
商
品
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
デ
ジ
タ

ル
カ
メ
ラ
な
ど
で
撮
影
し
、
い
つ
、
ど

の
よ
う
な
状
態
で
届
い
た
も
の
か
を
記

録
し
て
お
く
と
、
後
か
ら
事
業
者
に
売

買
契
約
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
請
求
さ

れ
た
と
し
て
も
、
一
方
的
に
送
り
付
け

ら
れ
た
商
品
だ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◇�

身
に
覚
え
の
な
い
商
品
が
届
き
不
安

な
時
、
ま
た
は
代
金
を
請
求
さ
れ
た

時
は
…

　
身
に
覚
え
が
な
い
商
品
が
届
き
不
安

な
と
き
や
処
分
し
た
後
に
代
金
を
請
求

さ
れ
る
な
ど
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
っ
た
と
き

は
、す
ぐ
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

（
参
考
）消
費
者
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　	

　
特
定
商
取
引
法
の
通
達
改
正
・

一
方
的
に
送
り
付
け
ら

れ
た
商
品
に
関
す
る
チ

ラ
シ
な
ど
の
公
表
に
つ

い
て

　	

　
令
和
３
年
特
定
商
取

引
法・
預
託
法
の
改
正

に
つ
い
て

　	

消
費
生
活
相
談
の
お
知
ら
せ

か
す
や
中
南
部

広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

▼�

開
設
日
　
月
曜
～
金
曜

�

（
祝
日・年
末
年
始
は
休
み
）

▼�

相
談
時
間
　
10
時
～
15
時
30
分

▼�

場
　
所

�
	

志
免
町
地
域
安
全
安
心
セ
ン
タ
ー

２
階

�

（
志
免
町
志
免
中
央
１
の
10
の
10
）

▼�

問
い
合
わ
せ
先
　

�

☎
９
３
６・１
５
９
４

�

FAX
９
３
６・１
６
１
０

※ 

相
談
の
際
は
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
！

～
一
方
的
に
送
り
付
け
ら
れ
た
商
品
は
直
ち
に
処
分
可
能
に
～

受け取り拒否

13 広報すえ • 2021（令和3年） 9

子育てだより


